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１ 地域の取り組み例

① 新宿区市谷台町にある大星湯の取り組み

② 国立市北二丁目みどり会の取り組み

東京隣組・第二回認定団体

③ 江戸川区なぎさニュータウンの取り組み

平成18年東京消防庁「地域の防火防災功労賞」防災
部門最優秀賞受賞

④ 江東区聴覚障害者福祉推進協議会の取り組み

平成18年防災まちづくり大賞「防災情報部門」で、
（財）消防科学総合センター理事長賞を受賞











２ 要配慮者の見守りを推進する

(見守りカード、福祉避難所へ直行するシステム作り)

災害対策基本法施行令に、災害対策基本法による避難
所の指定基準の一つとして、福祉避難所は「要配慮者」
の円滑な利用の確保、要配慮者が相談し、又は助言そ
の他の支援を受けることができる体制の整備その他の
要配慮者の良好な生活環境の確保に資する事項につい
て内閣府で定める基準に適合するものであること。



３ 火災対策

(住宅用火災警報器・消火器・感震ブレーカー等の設置)

住宅用火災警報器 約10年が交換の目安。

住宅用消火器 使用期限はおおよそ10年。旧規格消火
器はすみやかに交換が必要。

感震ブレーカー 東京都は首都直下地震を見据え、2023
年度老朽化した木造密集地域約32万世帯に感震ブレー
カーを無償配布する。


